
新潟市民生委員推薦会地区推薦準備会設置要綱 
 

（設  置） 
第１条 新潟市民生委員推薦会における民生委員の推薦を円滑にするため、新 
潟市民生委員地区協議会単位に新潟市民生委員推薦会（以下「民生委員推薦 
会」という。）の下部組織として、新潟市民生委員推薦会地区推薦準備会 
（以下「地区推薦準備会」という。）を設置する。 

 
（目  的） 
第２条地区推薦準備会は、民生委員推薦会の依頼に応じ、地区内から厳正か

つ公平に人選を行ない、民生委員として適格な候補者を民生委員推薦会に推

薦することを目的とする。 
 

（組  織） 
第３条 地区推薦準備会の委員の定数は、７人以内とし、次の各号に掲げる者 
 のうちから民生委員推薦会委員長が委嘱するものとする。 
   地区の民生委員協議会の代表者 
   地区の社会福祉関係団体の代表者 
   地区の教育に関係のあるもの 
   地区の学識経験のあるもの 
   地区の自治会（町内会）の代表者 
   コミュニティ協議会の代表者 
   地区の女性の代表者 
 
（任  期） 
第４条 委員の任期は３年とし、民生委員・児童委員の任期が満了する年の４

月３０日までとする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員の変更がある場合は、別記様式第１号により、民生委員推薦会委員長

に届け出ることとし、変更後の委員の任期は前任者の残任期間とする。 
３ 委員が次の各号の一に該当する場合においては、任期中であっても民生委

員推薦会委員長はこれを解嘱するものとする。 
   職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 
   委員にふさわしくない非行のあった場合 
   委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合 



（資  格） 
第５条 委員が第３条に規定する資格を失った場合は、その職を失うものとす 
る。 
 

（委 員 長） 
第６条 地区推薦準備会に委員長１人を置くものとする。 
２ 委員長は委員の互選による。 
３ 委員長の任期は、地区推薦準備会で定める。 
４ 委員長は地区推薦準備会を代表し、会務を総理する。 
５ 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理 
する。 
 

（会  議） 
第７条 会議は、委員長が召集する。 
２ 会議は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は非公開とする。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、 
 委員長が決する。 
４ 委員長は地区推薦準備会の議事内容について、別記様式第２号により、民

生委員推薦会委員長に報告するものとする。書面持ち回り開催の場合も同様

とする。 
 
（秘密を守る義務） 
第８条 地区推薦準備会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また同様とする。 
 
（庶  務） 
第９条 地区推薦準備会に書記１人を置くものとする。 
２ 書記は、委員長の指揮を受け、地区推薦準備会の業務を掌理する。 
 
（委  任） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会務について必要な事項は、 
 民生委員推薦会委員長が別に定める。 



  附  則 
 この要綱は、昭和４６年４月１日から施行する。 
  附  則 
１ 平成１０年８月１日委嘱の委員については、第４条第１項の規定に係わ

らず、任期は委嘱の日から３年とする。 
 ２ この要綱は、平成１０年８月１日から施行する。 
  附  則 
１ 平成１９年８月１日委嘱の委員については、第４条第１項の規定に係わ

らず、任期は委嘱の日から平成２２年９月３０日までとする。 
 ２ この要綱は、平成２２年８月１日から施行する。 
 附  則 
１ 委員の任期については、第４条第１項の規定に係わらず、委嘱の日から

平成２５年４月３０日までとする。 
 ２ この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 
 附  則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 附  則 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 
 附  則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 
 
 



別記様式１号（第４条関係）

（変更前）

各号 氏　　　　名
ふ り が な

住　　　　　　　　　所 職　　　業 電　　　話 役　職　名
継続（○）または

解嘱（×）

（変更後）

各号 氏　　　　名
ふ り が な

住　　　　　　　　　所 職　　　業 電　　　話 役　職　名 備考

 新潟市民生委員推薦会委員長　　様　　　　　　　　　

　　年　　月　　日付、上記のとおり変更になりましたので報告します。

　　　　　　　地区推薦準備会委員長

　 　年　　 月　 　日

　　　　　　 　　　　　　　　　

新 潟 市 民 生 委 員 推 薦 会

地 区 推 薦 準 備 会 委 員 変 更 報 告 書

委員長は氏名の前に◎、職務代理者は氏名の前に〇を記載ください。（※委員長は民生委員の代表を避けること）



別記様式第２号（第７条関係）

新潟市民生委員推薦会委員長　　様　　　　　　　

下記のとおり地区推薦準備会を開催したので報告します。

前

後

前

後

候補者 （　民生委員児童委員　・　主任児童委員　）

・実施
　場所：

・持ち回り決裁

出
　
席

協　　　　　　　議　　　　　　　内　　　　　　　容

　　　年　　　月　　　日

新潟市民生委員推薦会　　　　　地区推薦準備会

　　　委員長　　 　　　　　　　　　　　　　　　

民生委員推薦会地区推薦準備会結果について（報告）

日
　
時

　　　時　　　分から
開
催
方
法

　　　年　　　月　　　日

　　　時　　　分まで


